
様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 2 9 8

件 名 等 小高園芸団地地域営農支援施設整備事業（飯崎・大田和）建設（第２期）工事監理業務委
託

契 履行場所 南相馬市小高区飯崎字南原地内外

種 類 業務委託
約

監理業務

小高園芸団地地域営農支援施設新築
内

園芸パイプハウス建築工事　３８棟

施設付帯設備工事
概 要

外構工事容

※敷地内を仮設事務所や資材置き場として利用の際は、農地転用の許可をとること。

全国農業協同組合連合会福島県本部
名 称

相

手 代 表 者 県本部長　渡部　俊男

方 福島県　福島市　飯坂町平野字三枚長１番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、小高園芸団地地域営農支援施設整備事業（飯崎・大田和）建設（第２期）工事の工事監理業務であ

る。当該業者は、対象施設の設計業者であり設計内容を熟知している。このため、より的確に工事監理業務を行

うことが出来るのは、当該業者のみであるため随意契約とするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 0 9

件 名 等 南相馬市民プール建設工事監理業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区桜井町二丁目地内

種 類 業務委託
約

屋内プール　新築

　構造：Ｓ造 　A=1,638.12㎡
内

　主要用途：水泳場

・建築工事
概 要

・外構工事容
・電気設備工事

・機械設備工事

株式会社関・空間設計
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　木皿　泉

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１番８号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、南相馬市民プール建設工事の工事監理業務である。当該業者は、対象施設の設計業者であり、設計

内容を熟知している。このため、より的確に工事監理を行うことが出来るのは、当該業者のみであるため随意契

約とするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部スポーツ推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 1 0

件 名 等 ため池放射性物質対策工（南相馬地区）除去土壌物仮置場運搬業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区小池字ミタラセ地内外

種 類 業務委託
約

仮置場運搬業務　Ｎ＝1式

　除去土壌物運搬　Ｎ＝２，５８０袋
内

　　鹿島区　　　　Ｎ＝　　　８０袋

　　原町区、飯舘　Ｎ＝　　４００袋
概 要

　　小高区　　　　Ｎ＝２，１００袋容

南相馬市復興事業協同組合
名 称

相

手 代 表 者 理事長　石川　俊幸

方 南相馬市　原町区橋本町四丁目４３番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該組合は、運搬対象のため池の放射性物質対策工業務を受注しており、ため池対策工の現場完了後に土壌物を

横川積込場や環境省仮置場へ速やかに運搬が可能であるとともに、現場の状況や除去土壌の取扱い等を熟知して

いることから、確実な履行が見込める当該組合と随意契約するもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農林整備課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 4 8

件 名 等 泉官衙遺跡史跡整備基本設計（追加設計）業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区泉字寺家前地内外

種 類 業務委託
約

【基本設計業務】

　国指定史跡泉官衙遺跡について、令和３年度に実施した基本設計業務に引き続き、関係機関の審査結果を踏ま
内

えた追加設計を行うもの。

概 要
容

有限会社　ウッドサークル
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　中田　英史

方 東京都　中央区　日本橋人形町二丁目１６番２号４階
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、国史跡泉官衙遺跡に存在した、歴史的建築物の復元を中心とした設計を行うものである。復元にか

かる設計過程おいては、文化庁が設置する専門委員会への諮問答申を複数回経る必要があり、委員会での意見や

指導事項を設計内容に反映させながら事業実施するものである。
随

　当該業者は、令和２年度発注の泉官衙遺跡史跡公園整備事業基本設計、令和３年度発注の泉官衙遺跡整備基本

設計業務の受注業者であり、初回の諮問答申において専門委員会の意見等を的確に反映して業務を履行した実績意
を有するとともに、令和３年度発注の基本設計業務からの追加・後継業務である当該業務において、予定されて

いる２回目以降の諮問答申にも確実な履行が見込めることから、当該業者と随意契約とするもの。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局文化財課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 5 8

件 名 等 小高水道施設　除草業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区吉名字岩屋堂　地内外

種 類 業務委託
約

水道施設除草　３回（樹木剪定作業含む）

内

概 要
容

南相馬市復興事業協同組合
名 称

相

手 代 表 者 理事長　石川　俊幸

方 南相馬市　原町区橋本町四丁目４３番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務委託は、水道施設環境を維持し円滑な運用を図るため、施設の除草・樹木剪定を実施するものである。

現在作業員の確保が困難な状況の中で、南相馬市復興事業協同組合は29社が加入し、作業員の確保が出来ること

と、また市内全域の水道施設等状況を把握しており、市からの業務に充分対応できること等、本業務を遂行出来
随

るのは、当該組合のみであるため随意契約とするものである。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 6 0

件 名 等 減圧弁保守点検業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区下北高平字荷渡地内外

種 類 業務委託
約

減圧弁保守点検業務　一式

　　内部点検及び調整　N=3基
内

　　外部点検及び調整　N=12基

概 要
容

株式会社森田鉄工所　東京営業支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　髙品　祥一

方 東京都　千代田区　岩本町１丁目８番１５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

既存の機械（減圧弁）は、当該業者の製品であり、保守点検の実施にあたっては、独自の技術力が必要となるた

め、他の業者での実施はできないことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契

約とするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 7 0

件 名 等 北泉海浜総合公園管理用通路災害査定設計書作成業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区北泉字地蔵堂　地内

種 類 業務委託
約

業務委託

　災害復旧測量業務　L=　0.147　km
内

　災害復旧設計業務　L=　0.147　km

概 要
容

株式会社日建
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　菅野　真功

方 南相馬市　原町区高見町二丁目１４４番地６
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本工事は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した箇所の早期復旧を目的としており、市民生活

への影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約するものであ

る。契約の相手方となる（株）日建については、市内業者であり、早急な着手が可能であるとともに、災害復旧
随

等の設計業務実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものである。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部都市計画課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 7 8

件 名 等 帰還再生加速　市道等除草業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区小浜地内外

種 類 業務委託
約

除草業務（原町区２５路線　小高区４７路線）

延長　L=89,971.3ｍ
内

草刈り　A=539,827.8㎡

概 要
容

南相馬市復興事業協同組合
名 称

相

手 代 表 者 理事長　石川　俊幸

方 南相馬市　原町区橋本町四丁目４３番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本委託は、主に機械による市道等の除草を行うものであり、現在作業員の確保が困難な状況の中で、南相馬市復

興事業協同組合は２９社が加入し、作業員の確保が出来ることと、また市内全域の市道等の状況を把握しており

、市からの業務に充分対応出来ることなど、本業務を遂行出来るのは、当該業者のみであるため随意契約とする
随

ものである。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 0 7

件 名 等 農業用施設被災調査設計（大迫ため池外）業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区烏崎字大迫地内外

種 類 業務委託
約

令和４年３月１６日の福島県沖地震により農業用施設が被災したため、調査設計を実施するもの（ため池Ｎ＝５

箇所）
内

概 要
容

株式会社福建コンサルタント
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　天野　賀夫

方 南相馬市　原町区日の出町５２８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、令和４年３月１６日の福島県沖地震により被災した農業用施設の災害査定申請資料の作成を目的とし

ており、令和４年６月に実施される災害査定の日程を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間

的余裕がないため、随意契約するものである。
随

契約の相手方となる（株）福建コンサルタントについては、市内業者であり、早急な着手が可能であるとともに

、災害復旧等の施工実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農林整備課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 0 8

件 名 等 農業用施設被災調査設計（石の宮ため池外）業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区南屋形字除見地内外

種 類 業務委託
約

令和４年３月１６日の福島県沖地震により農業用施設が被災したため、調査設計を実施するもの（ため池Ｎ＝６

箇所）
内

概 要
容

キタイ設計株式会社　南相馬事務所
名 称

相

手 代 表 者 所長　崎田　郁

方 南相馬市　原町区本陣前３－１９１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、令和４年３月１６日の福島県沖地震により被災した農業用施設の災害査定申請資料の作成を目的とし

ており、令和４年６月に実施される災害査定の日程を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間

的余裕がないため、随意契約するものである。
随

契約の相手方となるキタイ設計（株）南相馬市事務所については、市内業者であり、早急な着手が可能であると

ともに、災害復旧等の施工実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものであ意
る。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農林整備課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 0 9

件 名 等 農業用施設被災調査設計（新横峯ため池外）業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区寺内字横峯地内外

種 類 業務委託
約

令和４年３月１６日の福島県沖地震により農業用施設が被災したため、調査設計を実施するもの（ため池Ｎ＝６

箇所）
内

概 要
容

内外エンジニアリング株式会社　福島営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　土崎　真

方 福島県　福島市　豊田町３番７号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、令和４年３月１６日の福島県沖地震により被災した農業用施設の災害査定申請資料の作成を目的とし

ており、令和４年６月に実施される災害査定の日程を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間

的余裕がないため、随意契約するものである。
随

契約の相手方となる内外エンジニアリング（株）福島営業所については、市外業者であるが、福島県を通じて国

（農林水産省）へ測量設計コンサルタントの確保についての要請を行った結果により、本市の業務を受注可能と意
して応答のあった業者であり、災害復旧等の施工実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方と

して選定するものである。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農林整備課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 2 0

件 名 等 井田川地区ライスセンター整備事業監理業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区井田川字西地内

種 類 業務委託
約

監理業務

　乾燥調製施設　鉄骨造　一部２階建て
内

　（屋根：鉄骨造　鋼板葺き）

　　農業機械室、籾殻室、事務スペース、トイレ
概 要

　　Ａ＝３７０㎡容

　その他本事業で必要な業務（完了検査済証の取得、必要となる

　申請業務を含む）

株式会社平木建築設計事務所
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　沼邉　衛

方 福島県　福島市　矢剣町８番２４号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、井田川地区ライスセンター整備事業の工事監理業務である。

当該業者は、対象施設の設計業者であり設計内容を熟知している。このため、より的確に工事監理を行うことが

出来るのは、当該業者のみであるため随意契約とするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 3 1

件 名 等 鹿島農業集落排水（東部）測量調査設計業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区永田字永田地内外

種 類 業務委託
約

調査設計延長　L=2300ｍ

　路線測量　L=2300ｍ
内

　一次調査工　L=2300ｍ

　管路修繕計画策定　N=1.0式
概 要

　報告書作成　N=1.0式容
　管路調査工　L=2300ｍ

株式会社福建コンサルタント
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　天野　賀夫

方 南相馬市　原町区日の出町５２８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本委託は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した箇所の早期復旧を目的としており、市民生活へ

の影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約するものである

。契約の相手方となる（株）福建コンサルタントについては、市内業者であり、災害時協力協定を結んだ南相馬
随

市測量設計業協同組合員の構成員であるとともに、当該箇所で東日本大震災時における災害復旧に係る調査及び

設計の実績もあり、確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部下水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 4 2

件 名 等 災害査定測量設計（中55号線１号橋）業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区横手字北原田地内

種 類 業務委託
約

令和４年３月１６日発生福島県沖地震により中55号線１号橋が損傷したことから、災害査定に係る測量設計業務

を実施するもの。
内

概 要
容

株式会社東コンサルタント　相双事業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　薗部　仁一

方 南相馬市　原町区北町４７８－１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本工事は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した箇所の早期復旧を目的としており、市民生活

への影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約するものであ

る。
随

　契約の相手方となる株式会社東コンサルタントについては、市内業者であり、早急な着手が可能であるととも

に、災害復旧等の業務実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 4 4

件 名 等 災害査定測量設計（1-9号線）業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区永田字永田地内

種 類 業務委託
約

　令和４年３月１６日発生福島県沖地震により市道1-9号線が損傷したことから、災害査定に係る測量設計業務

を実施するもの。
内

概 要
容

株式会社福建コンサルタント
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　天野　賀夫

方 南相馬市　原町区日の出町５２８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本工事は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した箇所の早期復旧を目的としており、市民生活

への影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約するものであ

る。
随

　契約の相手方となる株式会社福建コンサルタントについては、市内業者であり、早急な着手が可能であるとと

もに、災害復旧等の業務実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものである意
。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 4 5

件 名 等 災害査定測量設計（1-7号線）業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区北海老字乙姥懐地内

種 類 業務委託
約

　令和４年３月１６日発生福島県沖地震により市道1-7号線が損傷したことから、災害査定に係る測量設計業務

を実施するもの。
内

概 要
容

株式会社東コンサルタント　相双事業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　薗部　仁一

方 南相馬市　原町区北町４７８－１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本工事は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した箇所の早期復旧を目的としており、市民生活

への影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約するものであ

る。
随

　契約の相手方となる株式会社東コンサルタントについては、市内業者であり、早急な着手が可能であるととも

に、災害復旧等の業務実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 5 4

件 名 等 鹿島中学校及び太田小学校災害復旧工事設計業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区寺内字落合地内外

種 類 業務委託
約

設計業務

内
災害復旧設計業務

・鹿島中学校
概 要

　校舎、屋内運動場、外構容
・太田小学校

　校舎、屋内運動場、外構

有限会社寿設計
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　飯塚　静栄

方 福島県　いわき市　郷ヶ丘一丁目３３番地の３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本件は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した箇所の早期復旧を目的とした設計業務である。

施設復旧にかかる工事期間の確保や国県等の財政支援にかかる時限的要件が伴なうこと、さらには生徒の安全確

保の重要性と施設使用制限による学校運営への影響を鑑み、通常の競争入札に付す時間的余裕がないことから随
随

意契約するものである。

　当該業者については、最も被害の大きい鹿島中学校のEV棟施設設計事業者であることから、施設構造を熟知し意
ており、早急な図面作成や施設設計が可能であるとともに、災害復旧等の設計実績を有し、本業務の確実な履行

が見込まれることから、契約の相手方として選定するもの。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 7 0

件 名 等 林道災害測量設計業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区上栃窪地内

種 類 業務委託
約

令和４年３月１６日に発生した地震により林道植ノ畑線が被災したため、実施測量設計を実施するもの

内
実施測量設計　１路線　４箇所

概 要
容

株式会社船橋コンサルタント
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　船橋　信康

方 南相馬市　原町区高見町一丁目６５番地の１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、令和４年３月１６日に発生した地震により被災した林道の早期復旧を目的としており、令和４年６

月から令和４年７月に実施される災害査定の日程を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的

余裕がないため、随意契約するものである。
随

　契約の相手となる(株)船橋コンサルタントについては、市内業者であり、早急な着手が可能であるとともに、

災害復旧等の業務委託実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農林整備課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030





様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 6 6 8

件 名 等 北泉海浜総合公園 北泉橋 災害復旧調査業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区北泉字地蔵堂地内

種 類 業務委託
約

業務委託

　　橋梁被災箇所点検調査　　　    N= 1.0式
内

　　応急復旧工

                    支障物撤去工　N= 1.0式
概 要

                    排水工　　　　N= 1.0式容
　　                応急舗装工　　A=13.0㎡

株式会社東コンサルタント　相双事業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　薗部　仁一

方 南相馬市　原町区北町４７８－１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本工事は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した箇所の早期復旧を目的としており、市民生活

への影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約するものであ

る。
随

　契約の相手方となる（株）東コンサルタントについては、市内業者であり、早急な着手が可能であるとともに

、当該橋梁の設計を実施した業者であること、および災害復旧等の設計業務実績もあり確実な履行が見込まれる意
ことから、契約の相手方として選定するものである。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部都市計画課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030


